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Ⅰ 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１ 森林整備の現状と課題 

総社市は岡山県の南西部に位置し、総面積 21,190ha で、民有林面積は 13,270ha である。その

うちヒノキを主体とした人工林面積は 1,330ha であり、人工林率は 10.0%で県平均よりかなり低

い値である。また、人工林は各地に分散しており施業の共同化がしにくい状況にある。 

しかし、森林のもつ水源の涵
かん

養、土砂の流出・崩壊防止機能及び生活環境の保全等の公益的機

能の重要性はますます高まってきていることから、本市においても人工林の間伐の推進及び住宅

地周辺の森林の整備を積極的に実施することとする。 

 

２ 森林整備の基本方針 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

   森林の主な機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、

保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能からなる公

益的機能及び木材等生産機能に大別される。地域においては、関係者の合意の下、発揮を期待

する機能ごとの区域を明らかにし、その機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全を進

めることとする。その際、期待する機能の発揮に向けた施業が相反する場合以外は、複数の機

能を期待する森林として取り扱うことも可能とし、森林の機能と望ましい姿を次のとおり定め

る。 

   ただし、地球環境保全機能は、二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働き

が保たれることによって発揮される属地性のない機能であるため、区域設定の対象とはしない

ものとする。同様に生物多様性保全機能については、伐採や自然の攪乱などにより時間軸を通

して常に変化しながらも、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林が

相互に関係しつつ発揮される機能であり、原生的な森林生態系や希少な生物が生育・生息する

森林など属地的に発揮されるものを除き、区域設定の対象とはしないものとする。 

 

森林の機能 望ましい姿 

水源涵
かん

養機能  下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ

浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促

進する施設等が整備されている森林 

山地災害防止機能／

土壌保全機能 

 下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生

とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であっ

て、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

快適環境形成機能  樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高

く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 

保健・レクリエーシ

ョン機能 

 身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等か

らなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて

保健・教育活動に適した施設が整備されている森林 

文化機能  史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成してい

る森林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

生物多様性保全機能  原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまた
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がり特有の生物が生育・生息する渓畔林 

木材等生産機能  林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により

構成され成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適切に整備されてい

る森林 

 

（２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させる

ため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進する

こととする。 

具体的には、森林の諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林の有

する水源涵
かん

養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生

物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の実施、林道等

の路網の整備、委託を受けて行う森林施業又は経営の実施、保安林制度の適切な運用、山地災

害の防止、森林病害虫や野生鳥獣害の被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。 

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自

然環境の変化、急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備の行き届いていない森林

の存在等の社会的情勢の変化にも配慮する。 

また、近年の森林に対する要請を踏まえ、花粉発生源対策を加速化するとともに、流域治水

とも連携した取組を推進する。 

加えて、航空レーザー測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地

形情報の整備により、現地調査の省力化や適切な伐採区域の設定、林道等の路網の整備の効率

化、崩壊リスクが高い箇所における効果的な治山施設の配置等を推進する。あわせて、森林の

状況を適確に把握するため森林クラウドの効果的な活用を図る。 

森林の有するこれらの機能ごとの森林資源の姿、森林整備及び保全の基本方針を次のとおり

定める。 

 

森林の有する機能 森林整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

養機能  ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及び地域の用水源として重

要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林については、水源涵
かん

養機能の

維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

 具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保

育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとと

もに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。 

また、自然条件や市民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進するこ

ととする。 

 ダム等の利水施設上流部等において、水源涵
かん

養の機能が十全に発揮されるよ

う、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止機能

／土壌保全機能 

 山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土

砂の流出・土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林につ

いては、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及
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び保全を推進することとする。 

 具体的には、災害に強い市土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮

した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。ま

た、自然条件や市民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することと

する。 

 集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流

出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推

進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷

止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。 

快適環境形成機能  市民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影

響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の

気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進

を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

 具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や

大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進

する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。 

 快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重

要な役割を果たしている森林の保全を推進することとする。 

保健・レクリエー 

ション機能 

 観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ

場や森林公園等の施設を伴う森林など、市民の保健・教育的利用等に適した森林

については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び

保全を推進することとする。 

 具体的には、市民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や市民のニ

ーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとす

る。 

 また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。 

文化機能  史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成

する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化

機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

 具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとす

る。また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進することと

する。 

生物多様性保全 

機能 

 全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与し

ている。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え

方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広が

りにおいてその土地固有の自然条件・に適した様々な生育段階や樹種から構成

される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。 

 とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水

域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が

求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として
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保全することとする。 

 また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進すること

とする。 

木材等生産機能  林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林については、木材

等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。 

 具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点か

ら、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるた

めの適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。 

 この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基

本とする。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

  委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等については、森林所有者等への働きかけ、施業

集約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経営の受委託に必要な情報の入手方法の周知を

はじめとした普及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、意欲ある

森林所有者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を進めるとともに、林業経営の委託

への転換を目指すものとする。その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施業内容やコス

トを明示した提案型施業の普及及び定着を促進する。 

  また、森林施業の共同実施、作業路網の維持運営等を内容とする施業実施協定の締結等により、

森林所有者等の共同による施業の確実な実施を促進するものとする。 

  あわせて、今後、間伐等の適切な整備及び保全を推進するための条件整備として、境界の整備

など森林管理の適正化を図るものとする。 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

  地域森林計画に定める「立木の標準伐期齢に関する指針」に基づき、主要樹種について、平均

成長量が最大となる年齢を基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構

成を勘案して、次のとおり定める。 

 

地域 樹  種 

スギ ヒノキ アカマツ 

クロマツ 

その他 

針葉樹 

クヌギ その他 

広葉樹 

総社市 ４０年 ４５年 ３５年 ４０年 １５年 ２０年 

 注）標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるもの 

  であるが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではない。 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

  地域森林計画に定める「立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針」に基づき、次のと

おり定める。 
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  立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立

木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は択伐によるもの

とする。 

 

皆伐  皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。 

 皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏

まえ、伐採跡地が連続することがないよう特に留意しつつ、適切な伐採区域の形状、１箇

所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応

じて、少なくともおおむね２０ヘクタールごとに保残帯を設け適確な更新を図ることとす

る。 

択伐  択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法で

あって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うも

のであり、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては

４０％以下の伐採）とする。 

 択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造とな

るよう一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率により一定の立木材積を維持す

ることとする。 

 

  なお、立木の伐採の標準的な方法を進めるに当たっては、以下のア～カに留意する。 

 ア 保安林及び保安施設地区内の森林並びに法令により立木の伐採につき制限がある森林（森林

法施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第１０条に規定する森林をいう。）については、

保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行う。 

 イ 森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施にあたっては、野生生物の営巣、餌場、隠

れ場として重要な空洞木や枯損木及び目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げ

ないものについては、保残に努める。加えて、木材生産機能の発揮が期待され、将来にわたり

育成単層林として維持する森林等においては、主伐後の確実な植栽及び保育等を推進する。 

 ウ 花粉の発生源となるスギ・ヒノキの人工林の伐採・植替え等を促進するものとする。 

 エ 野生鳥獣による森林被害の状況に応じた施業を行うものとする。 

 オ 主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行う

こととし、伐採跡地が連続することのないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木

の樹高程度の幅を確保するものとする。 

また、伐採作業に伴う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐採する区

域の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土

地の保全への影響を極力抑えるものとする。 

 カ 主伐の時期については、伐採を対象とする立木の標準伐期齢以上を目安とし、多様な木材

需要に対応できるよう、地域の森林構成等を踏まえ、多様化・長期化を図るものとし、伐採

後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を勘案して伐

採を行うとともに、地拵えや植栽等の造林作業、天然稚樹の生育の支障とならないよう枝条

類を整理するものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育

状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。 
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 キ 林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、及び渓流周辺

や尾根筋等に保護樹帯を設置するものとする。 

ク 上記ア～キに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和

３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する事項

を踏まえるものとする。 

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画第４の１（２）で定める

「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法」に

適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年

３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行う

ものとする。 

 

３ その他必要な事項 

特になし 

 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必

要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来に

わたり育成単層林として維持する森林において行うものとする。 

（１）人工造林の対象樹種 

   地域森林計画で定める「人工造林の対象樹種に関する指針」に基づき、適地適木を旨として、

自然条件、樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向、地域における造林種苗の需給動向

及び木材の利用状況等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる樹種として人工造林の対象樹

種を次のとおり定める。 

苗木の選定については、花粉発生源対策の加速化を図るため、少花粉スギ・ヒノキ苗木を基本と

し、低コスト造林に資するコンテナ苗の増加に努めるものとする。また、多様な森林の整備を図る

観点から、上記の考え方に当てはまる範囲内で、広葉樹や郷土樹種を選定し、森林の生物多様

性の保全にも留意するものとする。 

   また、特定の区域に限って適用すべき人工造林の対象樹種を設定する場合は、林小班を指定

し当該区域を表示する。 

   さらに、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は総社市

農林課とも相談の上、適切な樹種を選択するものとする。 

 

人工造林の対象樹種 

スギ、ヒノキ、マツ、クヌギ、ケヤキ、ナラ類、ヤマザクラ等 

【対象樹種を設定する場合】 なし 

 

（２）人工造林の標準的な方法 

   地域森林計画で定める「人工造林の標準的な方法に関する指針」に基づき、次の事項を定め

るものとする。 
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 ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

   人工造林の造林樹種について、施業の効率性や地位級等の自然条件を踏まえ、既往の植栽本

数や保安林の指定施業要件を勘案して、仕立ての方法別に１ヘクタール当たりの標準的な植栽

本数を次のとおり定める。 

   なお、特定の区域に限って適用すべき植栽本数については、備考欄に当該区域を表示する。 

   また、複層林化を図る場合の下層木について、それぞれの地域において定着している複層林

施業体系がある場合はそれを踏まえつつ、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材

積による率）を乗じた本数以上を植栽する。 

   さらに、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指

導員又は総社市農林課とも相談の上、適切な植栽本数を植栽する。 

 

樹  種 仕立ての方法 標準的な植栽本数(本/ha) 備  考 

スギ 

ヒノキ 

中仕立て 

疎仕立て 

3,000 

2,000 

 

マツ 中仕立て 5,000 
 

広葉樹 中仕立て 3,000  

 

 イ その他人工造林の方法 

   気象その他の自然条件、既往の造林方法等を勘案して地拵えの方法、植栽時期、植付けの

方法その他必要な事項について次のとおり定める。また、造林にあたっては、花粉の少ない

森林への転換を図るため、少花粉スギ・ヒノキ苗木の植栽のほか、伐採とコンテナ苗木によ

る造林の一貫作業システムの導入に努めることとする。 

 

区 分 標準的な方法 

地拵えの方法  地等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。なお、急傾斜地等の崩壊の危険

性がある箇所については、生木棚積地拵えを行い、林地の保全に努めることとする。 

植付けの方法  正方植えを原則とし、植付けは丁寧とする。 

 気候その他の自然条件及び既往の植付け方法を勘案して植付け方法を定めるこ

ととする。 

植栽の時期  春植えは、３月中旬～４月上旬までに行うことを基本とする。 

 秋植えは、気候その他の条件を勘案し、苗木の根の成長が鈍化した時期(１１月

頃)に行う。 

 

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

   地域森林計画で定める「伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針」に基づき、森林の

有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、３に定める植栽

によらなければ適確な更新が困難な森林に指定されている森林の更新など人工造林によるも
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ので、皆伐による伐採跡地については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から

起算して２年以内とする。 

   また、択伐による伐採跡地については、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、伐

採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し５年を超えない期間を定めるものとす

る。 

 

２ 天然更新に関する事項 

  天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の状況、気候、地形、土壌等

の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林

において行うこととする。 

   

（１）天然更新の対象樹種 

   地域森林計画で定める「天然更新の対象樹種に関する指針」に基づき対象森林に関する自然

条件、周辺環境等を勘案し、天然更新の対象樹種（後継樹として更新の対象とする高木性の樹

種。以下同じ。）を次のとおり定める。 

 

天然更新の対象樹種 
岡山県天然更新完了基準更新対象樹種（南部，北部）の

とおり  
ぼう芽による更新が可能な樹種 

 

（２）天然更新の標準的な方法 

 ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

   地域森林計画で定める「天然更新の標準的な方法に関する指針」に基づき、気象その他の自

然条件、既往の造林方法等を勘案して、天然更新の対象樹種について、天然更新すべき立木の

本数の基準となる期待成立本数を次に定めるとともに、天然更新を行う際には、その本数に 10

分の 3 を乗じた本数以上の本数（ただし、草丈以上のものに限る。）を更新する。なお、天然

更新した立木の本数に算入すべき立木の高さである草丈については、地域の植生等を勘案して

定める。 

 

樹 種 期待成立本数 

（１）に定める天然更新の対象樹種 １０，０００本／ｈａ以上 

 

イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

 地域森林計画で定める「天然更新の標準的な方法に関する指針」に基づき、天然更新に当た

って、地表処理、刈出し、植込み、芽かきの方法その他天然更新補助作業として必要な事項等

について次に定め、ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、

芽かき又は植込みを行う。   

①  地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所



- 9 - 
 

において、かき起こし、枝条整理等の作業を行う。 

  ② 刈出しについては、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所につ

いて行う。 

  ③ 植込みについては、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な

本数を植栽する。 

 

区 分 標準的な方法 

地表処理  種子の発芽条件、生育条件を改善するために、林床植物の除去とともに、

地表に堆積する落葉落枝を攪乱し、Ａ層を表面に露出させ種子の定着及び

発育の促進を図るものとする。 

刈出し 天然稚幼樹の生育がササ等の下床植生によって阻害される箇所にあって

は、稚幼樹の周囲を刈り払い稚幼樹の成長の促進を図るものとする。 

植込み  植栽後に獣階又は気象害等により、植栽した苗木が枯損した場合等に、

その空間を埋めるために植栽を行う作業。 

芽かき  ぼう芽更新を行った箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応

じてぼう芽の翌年に１回目を行い、地際に近く風上側の強い芽を１株当た

り４～５本残すようにする。４年目に２回目の芽かきを行い、１株当たり

２～３本とする。 

 

ウ その他天然更新の方法 

   地域森林計画で定める「天然更新の標準的な方法に関する指針」に基づき、伐採跡地の天然

更新の完了を確認する方法を定めるとともに、天然更新すべき立木の本数に満たず天然更新が

困難であると判断される場合には天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図る。 

 

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

   地域森林計画で定める「伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針」に基づき、森林の

有する公益的機能の維持及び早期回復を旨として当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度

の初日から起算して伐採後５年以内とする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

  地域森林計画に定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づ

き、「天然更新完了基準書作成の手引きについて」（平成 24 年３月 30 日付け 23 林整計第 365 

号林野庁森林整備部計画課長通知）に示す設定例を基本に、その基準を定める。 

具体的には同通知の（解説編）の３の３－２の４における設定例（現況が針葉樹人工林であ

り、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲 100m 以内に存在せず、

林床にも更新樹種が存在しない森林）を基本とする。 

ただし、Ⅳの１の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれるも
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のは除くものとする。 

 

（２）植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在 

（１）の基準による森林のうち、その所在が明らかなものについて、次のとおり定める。 

森林の区域は、林班、小班等により特定できるように森林計画図に表示する。 

 

森林の区域 備  考 

な し  

 

４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

（１）造林の対象樹種 

 ア 人工造林の場合 

  １の（１）による。 

 イ 天然更新の場合 

  ２の（１）による。 

 

（２）生育し得る最大の立木の本数 

 １０，０００本／ha以上 

   （植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽本数を定

めるにあたり、天然更新の対象樹種の立木が５年生時点で、生育し得る最大の立木の    

本数として想定される本数を定めるとともに、当該対象樹種のうち周辺の草丈に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものについて、その本数に 10 分の 3 を乗じた本数以上の本数を

成立させる。） 

 

５ その他必要な事項 

特になし 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

  地域森林計画で定める「間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針」

に基づき、間伐は、森林の立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図ること 

を旨とし、地域における既往の間伐の方法を勘案して、適正な林分構成が維持され、根などの発

達が促されるよう、間伐の回数及びその実施時期、間伐率等 について、次に定める。 

なお、間伐の間隔は下表によらない場合、標準伐期齢に達しない森林については１０年、標準

伐期齢以上の森林については１５年を限度とする。間伐率については、材積に係る伐採率が３

５％以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年後において、そ

の森林の樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが確実であると認められる範囲とする。 

また、施業の省力化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努める。 
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樹種 施業 

体系 

植栽 

本数 

(本/ha) 

間伐を実施すべき標準的な林齢（年） 標準的な方法 

初回 ２回目 ３回目 ４回目 

ス ギ 

小径材 

一般材 

大径材 

3,000 

１４ 

１７ 

１９ 

１７ 

２１ 

２６ 

２１ 

２６ 

３５ 

２５ 

３１ 

 

【選木方法】 

 1，2 回目は形質不良木を

中心に 3 回目以降は形質不

良木とともに成長の良い優

勢木も選木の対象とする。 

【間伐量】 

 中国地方林分密度管理図

による。 

ヒノキ 

小径材 

一般材 

大径材 

3,000 

１７ 

２１ 

２１ 

２２ 

２６ 

２８ 

２７ 

３１ 

３７ 

３２ 

３７ 

 

 注）上表は、スギ・ヒノキとも小径材生産を目標とするものは地位上、そのほかは地位中の林分

での参考年数を示す。 

 

２ 保育の種類別の標準的な方法 

地域森林計画で定める「保育の標準的な方法に関する指針」に基づき、次に定める。 

下刈りについては、特に作業の省力化・効率化にも留意しつつ、局地的気象条件、植生の繫茂

状況等に応じた適切な時期に、適切な作業方法により行う。また、その実施時期については、目

的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断する。 

 

保育の種類 樹種 実施すべき標準的な林齢及び回数 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

下刈り スギ △ ① ① ①  

△ 

△        

ヒノキ △ ① ① ①  

△ 

△ △ △      

つる切り スギ       ← △ →  ← →  

ヒノキ         ← △ → → → 

除伐 スギ        ← △ →  △ → 

ヒノキ         ← △ →  △ 

               

              

注）○印：通常予想される実行標準 ○内の数字は回数 △印：必要に応じて行う実行標準 

保育の種類 標準的な方法 備考 

下刈り 植栽木が下草より抜け出るまで行う。 

実施時期は、６～７月頃を目安とし、必要に応じて年数回行う。 

 

つる切り 下刈り後、つるの繁茂の状況に応じて行う。 

実施時期は、６月～７月頃を目安とする。 

 

除 伐   造林木の成長を阻害したり、阻害が予想される侵入木や形成不良

木を除去する。 
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実施時期は８～１０月頃を目安とする。 

枝 打   病害虫等の発生を予防するとともに、材の完満度を高め、優良材

を得るために行う。 

実施時期は樹木の生長休止期の１２月下旬～３月上旬とする。 

 

  

 

３ その他必要な事項 

  特になし 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

  森林の有する公益的機能に応じ、当該機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域及び当該区域内における施業の方法について、森林の有する公益的機能に応じ、当該機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法

について、次のとおり定める。 

 

（１）水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

 ア 区域の設定 

   水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周

辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林、水源涵
かん

養

機能の評価区分が高い森林など「水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林」を別表１により定める。 

 イ 施業の方法 

   施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大と

ともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。 

公益的機能別施業森林の区域で設定する施業の方法として、「伐期の延長を推進すべき森林」

とする。森林の区域については、別表２により定める。 

なお、当該区域において森林経営計画が策定された森林の主伐の伐期年齢の下限については

樹種及び地域ごとに第１の１の標準伐期齢に１０年を加えた林齢とする。 

 

（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵
かん

養機能維持増進森林以外の

森林 

 ア 区域の設定 

   次の①～③の森林など、「土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形

成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵
かん

養機能維持増進森林以外の森林」を別表１により定める。 

①  土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林 

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防
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指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそ

れがある森林、山地災害防止機能の評価区分が高い森林等 

具体的には、地形の傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所又は山腹の凹

曲部等地表流下水、地中水の集中流下する部分をもっている箇所、基岩の風化が異常に進ん

だ箇所、基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所、破砕帯又は断層線上にある箇所、流れ盤

となっている箇所、土壌等が火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い土壌から

成っている箇所、土層内に異常な滞水層がある箇所、石礫地から成っている箇所、表土が薄

く乾性な土壌から成っている箇所等の森林等 

  ② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

    飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、霧害防備保安林、  

防火保安林や、国民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧

害の気象災害を防止する効果が高い森林、生活環境保全機能の評価区分が高い森林等 

具体的には、都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相を

なしている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、騒

音防止等の機能を発揮している森林等 

  ③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

    保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、都

市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キ

ャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林などの国民の保健・教育的利用等に適した森林、史

跡等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林、保健文化機能の評価区分が高い森林等 

具体的には、湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅

葉等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、

キャンプ等の保健・文化・教育的利用の場として特に利用されている森林のうち、保健・レ

クリエーション機能及び文化機能の発揮が特に求められる森林 

④ その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

（１）のア及び①から③までに掲げるもののほか、必要に応じ、その森林の有する公益的

機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林 

 

 イ 施業の方法 

   施業の方法として、アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐

採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を、アの②

に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を

図るための施業を、アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広

葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業を、特に地域独自の景観等が求

められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹（以下

「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、当該森林施業を、

アの④に掲げる森林において、当該森林において維持増進を図るべき公益的機能に応じた施業

を、それぞれ推進する。 

   また、アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林

として定めることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることがで
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きないと認められる森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林とする。 

   ただし、適切な伐区の形状・配置等により伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができ

る森林は、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐を行う伐期齢の下限については、樹種およ

び地域ごとに第 1 の１の標準伐期齢のおおむね２倍以上とし、伐採に伴って発生する裸地の縮

小及び分散を図る。 

   それぞれの森林の区域については別表２により定める。   

   

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内に

おける施業の方法 

（１）区域の設定 

   林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み等から効率的な

施業が可能な森林、木材生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として森林施

業を行うことが適当と認められる森林について、「木材の生産機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林」を別表１により定める。 

また、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域のうち、林

地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落からの距離が近い森林等を「特に効率

的な施業が可能な森林」として、必要に応じて定める。この際、人工林を中心とした林分であ

るなど周囲の森林の状況を踏まえるとともに、災害が発生するおそれのある森林を対象としな

いよう十分に留意するものとする。 

   この際、区域内において１の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がない

ように定めるとともに、森林の区域については、林班、小班により示し特定できるようにする。 

 

（２）施業の方法 

   森林の公益的機能の発揮及び地域における森林資源の保続に留意しつつ、多様な木材需要に

応じた持続的、安定的かつ効率的な木材等生産物の生産・供給が可能な森林資源となるよう、

計画的かつ生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、

保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた

効率的な森林整備を推進する。 

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則として、皆伐

後には植栽による更新を行う（アカマツの天然下種更新を行う森林などは除く）ものとする。 
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別表１ 

区   分 森林の区域 面積(ha) 

水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

(旧総社)１４，１５，３６，３７，７３， 

７７，７８，８２～８９，９１～９４，９７，

９８，１０３，１０４，１１９，１２５～１

３２，１３４～１４３，１４６，１４８， 

１５１～１６７，１６９，１７０，１７２， 

１７５，１７６，１７８～１８２，１８８，

１８９，１９４ 

(旧山手)７，８，９，１０ 

(旧清音）３，４，６～１０ 

4449.97 

 

土地に関する災害の

防止及び土壌の保全

の機能、快適な環境の

形成の機能又は保健

文化機能の維持増進

を図るための森林施

業を推進すべき森林 

土地に関する災

害の防止及び土

壌の保全の機能

の維持増進を図

るための森林施

業を推進すべき

森林 

(旧総社)１～１３，１６～３７，４０～４３， 

４７～５１，５３～５９，７０～７２， 

７４～７６，７９，８１，８２， 

９０～９３，９５，９７，１０２，１０６， 

１０９～１１２，１１４，１１５，１２０， 

１２４，１３１，１３３，１４４，１４５，

１４６，１４７，１４９，１５０，１７１，  

１７３，１７４，１７７，１８４～１８７， 

１９０～１９３，１９６～２０９ 

(旧山手)１イ，２ロ・ホ，３，４，５ロ，６，

７ロろ，８ニに，１０ハは 

7540.26 

 

快適な環境の形

成の機能の維持

増進を図るため

の森林施業を推

進すべき森林 

(旧総社)３８，３９，４４～４６，６０～６

３，６７～６９，９６，９９～１０１，１０

５，１０７，１０８，１１３，１１６～１１

８，１２０～１２３，１８３，１９５ 

（旧山手）１ハ・ロ，２イ・ハ・ニ，５イ・

ハ 

（旧清音）１，２，５ 

1611.52 

 

保健文化機能の

維持増進を図る

ための森林施業

を推進すべき森

林 

(旧総社)６４～６６ 130.20 

 

その他の公益的機能の維持増進を図るた 

めの森林施業を推進すべき森林 

  

木材の生産機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

（旧総社）１６８，７８ハ１９・ニ１３・ニ

１３-１・ニ１３-２ 

58.80 

 

 木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林のう

ち、特に効率的な施業が可能な森林 

（旧総社）７８ハ１９・ニ１３・ニ１３-１・

ニ１３-２ 

 

6.83 

 

※ 上記の森林の区域の記載については、付属資料の市町村森林整備計画概要図に図示することを

もって代えることができる。 



- 16 - 
 

別表２ 

施業の方法 森林の区域 面積(ha) 

伐期の延長を推進すべき森林 別表１「水源の涵
かん

養の機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべき森林」

の区域のとおり 

4449.97 

 

長伐期施業を推進すべき森林 別表１「保健文化機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林」の区

域のとおり 

130.20 

 

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林 

複層林施業を推進すべき森林

（択伐によるものを除く） 

別表１「土地に関する災害の防止及び土

壌の保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林」及び「快適な

環境の形成の機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林」の区域の

とおり 

 

9151.78 

 

択伐による複層林施業を推進

すべき森林 

  

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推

進すべき森林 

  

３ その他必要な事項 

（１）施業実施協定の締結の促進方法 

特になし 

（２）その他 

特になし 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

  森林所有者の多くが３ヘクタール以下の小規模所有形態となっている。経営意欲のある森林所有者

は、森林施業をより一層計画的、組織的に行う必要がある。 

  その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、地方自治体と林業経営者を情報通信回線で結ぶ森

林クラウドの管理運用を通じて、森林情報の精度向上を図るとともに、その情報の提供・共有を推進

する。あわせて、航空レーザ測量等により整備した森林資源情報を活用し、面的な集約化を進める。 

また、森林所有者による経営が望めない森林については、森林組合や林業事業体、経営意欲のある

森林所有者との森林施業の集約化による経営規模の拡大を促していく。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

  森林所有者（不在村を含む）等への長期の施業の委託等森林の経営の委託の働きかけ、森林の

経営の受託等を担う林業事業体等の育成、施業の集約化に取り組む者に対する森林の経営の受託
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等に必要な情報の提供、助言及びあっせん、地域協議会の開催による合意形成、森林の経営の受

託、森林の信託、林地の取得等の方法等、森林の施業又は経営の受託等により経営規模の拡大を

促進する。その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施業内容やコストを明示した提案型

施業の普及及び定着を促進する。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

  森林所有者等への働きかけ、施業集約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経営の受委託

に必要な情報の入力方法の周知をはじめとした普及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・

あっせん等を推進し、意欲ある森林所有者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を進

める。また、森林経営の受託に当たっては、当該森林の立木竹の育成ができるものとし、当面の

施業を必要としない森林に対する保護を含めるとともに、経営を委託する森林所有者の意向を十

分に確認しながら行うものとする。 

 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

（１） 森林経営管理制度に関する基本的な考え方 

森林の多面的機能を発揮させるため、森林所有者自らが経営管理できない森林のうち、

林業経営に適さない森林については森林所有者から委託を受けて経営管理を実施し、林業

経営に適した森林については、岡山県が公表する一定の条件を満たす民間事業者へ経営管

理を再委託する。 

なお、経営管理権集積計画の作成については、当該計画が総社市森林整備計画に定めら

れた公益的機能別施業森林における施業方法との整合性が図られたものとなるよう留意す

る。 

（２） 経営管理意向調査の対象となる森林の考え方 

水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能、木材生産機能等の森林の有する多面的機能を発揮さ

せるための間伐等の施業が長期間実施されていないなど、森林所有者が責務を果たすこと

が見込めない人工林を中心に経営管理意向調査を実施することとする。 

 

５ その他必要な事項 

特になし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

市及び森林組合が中心となって施業の共同化を促進する。 

  施業の共同化のためには、森林所有者間の合意形成が重要であるため、その促進に努める。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

市・森林組合による、啓発・普及活動を通じて森林所有者間の施業実施協定の締結を促進する。

特に不在村森林所有者の森林の整備が十分できていないので、森林組合との施業の受委託の推進

を図り、地域一体となった施業への参画を呼びかけていく。 
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３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

  森林所有者等が共同して森林施業を実施する場合には、森林施業の共同化を効率的に促進する

ため、１及び２との整合を図りつつ、次の事項に留意すること。 

  （イ）共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、一体

として効率的に施業を実施するのに必要な作業道、土場、作業場等の施設の設営及び維持

管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にしておくこと。 

  （ロ）共同施業実施者は、共同で実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又は相互提

供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同して行う施業の

実施方法をあらかじめ明記しておくこと。 

  （ハ）共同施業実施者の一がア又はイにより明確にした事項につき遵守しないことにより、他

の共同施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の実効性が損なわれることの

ないよう、あらかじめ、施業の共同実施の実効性を担保するための措置について明記して

おくこと。 

 

４ その他必要な事項 

特になし 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

  地域森林計画を踏まえ、効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じ 

た路網密度の水準について次に記載する。 

   なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用すべきこと、尾根、渓流、天然

林等の除地には適用しない。 

  また、地形傾斜に応じた搬出方法や路網と高性能林業機械を組み合わせた効率的な作業システ 

ムの考え方について次に記載する。 

 

路網密度の水準 

区分 作業システム 
路網密度(m/ha) 

基幹路網 細部路網 合  計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 
車両系システム ３５～５０ ６５～２００ １００～２５０ 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系システム 
２５～４０ 

５０～１６０ ７５～２００ 

架線系システム ０～３５ ２５～７５ 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系システム 
１５～２５ 

４５～１２５ ６０～１５０ 

架線系システム ０～２５ １５～５０ 

急峻地 

（35°～  ） 
架線系システム ５～１５ － ５～１５ 
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作業システムの考え方 

区分 
作業シ

ステム 

最大到達距離(m) 作業システム 

基幹路網 細部路網 伐採 
木寄せ 

集材 

枝払い 

玉切り 
運搬 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 150 

～200 

30 

～75 

ﾊｰﾍﾞｽﾀ ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

(ｳｲﾝﾁ) 

ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 200 

～300 

40 

～100 

ﾊｰﾍﾞｽﾀ 

ﾁｪｰﾝｿｰ 

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

ｳｲﾝﾁ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

架線系 100 

～300 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 

(ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ) 

ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 300 

～500 

50 

～125 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

ｳｲﾝﾁ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

架線系 150 

～500 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 

ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

急峻地 

（35°～  ） 

架線系 500 

～1500 

500 

～1500 

ﾁｪｰﾝｿｰ ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾄﾗｯｸ 

 

２ 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

計画期間内に基幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域） 

を次に設定する。 

 

路網整備等推進区域 

路網整備等推進区域 面積(ha) 開設予定路線 開設予定延長(m) 対図番号 備考 

な し      

      

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

（１）基幹路網に関する事項 

 ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

   安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、

林道規程（昭和 48 年４月１日 48 林野道第 107 号林野庁長官通知）又は林業専用道作設指針

（平成 22 年９月 24 日 22 林整整第 602 号林野庁長官通知)を基本として、県が定める林業専

用道作設指針（平成 24 年４月２日治第１号）に則り開設する。 

 イ 基幹路網の整備計画 

   地域森林計画に記載されている基幹路網の開設・拡張に関する計画に基づき次に示す。 

また、別添図によりその位置等を図示する。なお、基幹路網の開設に当たっては、自然条件

や社会的条件が良好であり、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速

させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進する。 
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基幹路網の開設・拡張に関する計画 

単位 延長：m、面積：ha 

開設

/ 

拡張 

種類 （

区

分） 

位置 路線名 （延長及び

箇所数） 

（利用区

域面積） 

うち

前半

５年

分 

対図

番号 

備考 

開
設 

自
動
車
道
・

新
設 

林
道 

 該当なし      

      

      

開設計      

拡
張 

自
動
車
道
・

改
良 

林
道 

 該当なし     幅員・局

部・法面

改良 

改良計      

自
動
車
道
・ 

舗
装 

林
道 

旧総社市 大平 2,300 164    

      

      

舗
装
計 

2,300 

 

    

拡
張
計 

 

舗装 2,300 

    

 

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

   「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年３月 29 日付け 13 林整整第 885 号林野庁長

官通知）、「民有林林道台帳について」（平成８年５月 16日８林野基第 158 号林野庁長官通

知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

（２）細部路網の整備に関する事項 

 ア 細部路網の作設に係る留意点 

   継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方や丈夫で簡易

な規格・構造の路網を整備する観点等から、森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日林整

整第 656 号林野庁長官通知）を基本として県が定める森林作業道作設指針（平成 23 年４月 28

日治第 69 号）に則り開設するとともに留意する。 

 イ 細部路網の維持管理に関する事項 

   森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適正に管理する。 

 

 

４ その他必要な事項 
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 木材の合理的な搬出を行うために必要とされる施設の整備等その他森林の整備のために必要

な施設の状況を次に示す。 

 

森林整備施設の状況 

施設の種類 位  置 規  模 対図番号 番  号 

な し     

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

  本市の森林組合は業務量が少ないこと等から労務班員の通年雇用が難しく、流域内の市町と協

同で林業の担い手の養成･確保を検討することとする。その際には，段階的かつ体系的な人材育

成を促進するとともに、地域の実態に応じた新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性

等の活躍・定着等に取り組むものとする。 

 （１）林業労働者及び林業後継者の育成方策 

   ア 林業労働者の育成 

     本市と森林組合とが一体となって、森林所有者や地域住民等を対象に行う林業体験等の

取り組みを通じて森林･林業の社会的意義や役割、魅カ等について積極的に紹介していく

こととする。 

 （２）林業後継者等の育成 

    県内外の木材市況の動向把握に努め、情報を提供するとともに、木材消費の開拓について

本市としても検討することとし、林業経営の魅力を高める。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

高性能林業機械の導入及びその効率的な利用を確保するため、リースやレンタルの活用や林

業機械の共同利用など、林業機械の利用体制の整備について積極的に取り組むものとする。 

林業機械の導入に当たっては、集材等の効率化を図るための路網密度の水準を参考とした低

コストで効率的な作業システムに対応すること。なお、高性能林業機械を主体とする林業機械

の導入目標を次に示す。 

 

高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標 

作業の種類 現 状（参考） 将 来 

伐 倒 
造 材 
集 材 

渓谷地域 

（急傾斜） 

 ﾁｪｰﾝｿｰ 

 人力、集材機 
 ﾁｪｰﾝｿｰ､ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ､ﾌﾟﾛｾｯｻ 

高原及び低地 

（緩傾斜） 

 ﾁｪｰﾝｿｰ 

 人力 
 ﾁｪｰﾝｿｰ､ﾌﾟﾛｾｯｻ 

造 林 
保育等 

地 拵  人力、ﾁｪｰﾝｿｰ、刈払機  地拵機 

下 刈  人力、刈払機  自走式刈払機、薬剤 



- 22 - 
 

枝 打  人力、背負式枝打機  背負式枝打機、自動枝打機 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

本市における素材の生産流通・加工については、森林資源の成熟度が低いことから、いずれも

小規模、分散的であり、流通・加工コストの低減が重要な課題である。このため、間伐を中心に

伐採の計画的実行によりロットの確保を図るとともに、間伐材の確保に努めることとする。 
また、木材関連事業者の取り扱う木材が合法性確認木材となるよう、令和５年に改正された

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48号）に基づき、木材

関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を推

進する。 

林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画を次に示す。 

 

林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画 

施設の種類 
現 状（参考） 計 画 

備 考 
位置 規模 対図番号 位置 規模 対図番号 

な し        

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

野生鳥獣による森林の被害状況等に応じ、当該鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森

林の区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法について、地域森林計画で定める鳥獣害

の防止に関する事項を踏まえ、次のとおりとする。 

（１）区域の設定 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成28年10月20日付け28林整研第18

0号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカ等の対象鳥獣の別に、当該対象鳥獣により被害を

受けている森林及び被害が生ずるおそれのある森林等について、その被害の状況や当該対象鳥

獣の生息状況を把握できる全国共通のデータ等に基づき、林班を単位として鳥獣害防止森林区

域を別表３に定めるものとする。 

 

別表３ 

対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ha） 

な し   

 

（２）鳥獣害の防止の方法 

該当なし 

 

 ２ その他必要な事項 

 なし 
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第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

   病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努める。 

   特に、松くい虫による被害については、被害抑制のための健全な松林の整備と防除対策の重 

点化、地域の自主的な防除活動等の一層の推進を図るとともに、被害の状況等に応じ、被害跡 

地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他の樹種への計画的な転換の推進を図る。 

   なお、抵抗性を有するマツの転換に当たっては、気候、土壌等の自然的条件に適合したもの 

を導入する。 

   また、ナラ枯れ被害についても、被害監視から防除実行までの地域の体制づくり、新たな技 

術の導入も含めた適切な防除を推進するとともに、里山等における広葉樹林の整備を通じた被 

害の未然防止を図る。 

   なお、森林病害虫等のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、伐

採の促進に関する指導等を行う。 

 

（２）その他 

（１）のほか、森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除な

どに向け、地元行政機関、森林組合、森林所有者等の連携による被害対策や被害監視から防

除実行までの地域の体制づくりに努める。 

 

２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

  第１の１（１）において定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域

外における対象鳥獣による森林被害については、その防止に向け、鳥獣保護管理施策や農業被

害対策との連携を図りつつ、森林被害のモニタリングを推進し、その結果を踏まえて、捕獲や

地元行政機関、森林組合及び森林所有者等が協力して計画的に行う防護柵の設置等広域的な防

除活動等を総合的かつ効果的に推進する。 

  また、野生鳥獣との共存にも配慮した針広混交の育成複層林の整備、野生鳥獣と地域住民の棲

み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進する。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

  山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡視、山火事

警防等を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進することとする。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

該当なし 

 

５ その他必要な事項 

（１）病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分 

   風害、病虫害等の被害を受けているもの又は被害を受けやすいものであって、森林の健全性

の維持の観点から伐採して更新を図ることが望ましい森林について、次に示す。 
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病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分 

森林の区域 備 考 

（旧総社市） 

２～５林班、２３～２９林班、５０林班イ～ハ、５２林班ハ、５３林班ホ～ト、

５４～５５林班、６４林班チ・リ、６５林班、７５林班、１０１～１１０林班 

（旧山手村） 

１林班イ（一部）・ハ、２林班イ（一部）・ロ（一部）、３林班ホ、 

５林班ハ（一部）、６林班、７林班、８林班イ・ニ（一部）、 

９林班イ（一部）・ロ（一部）、１０林班イ（一部） 

（旧清音村） 

２林班、３林班、７林班、８林班 

 

 

（２）その他 

 ア 森林の巡視に当たっては、保安林、制限林の保護及び違反行為の防止、林野火災の防止及び

森林病害虫の早期発見に努めることとし、林野火災注意報等の発令時や林野火災の発生しやす

い時期には重点的に巡視を行うものとする。 

 イ 他法令に基づく林業関係以外の計画が当該森林計画の対象とする森林の区域内を対象とす

る場合は、当計画と十分に調整を図る。 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 

１ 保健機能森林の区域 

地域森林計画で定める「保健機能森林の区域の基準」に基づき、保健・レクリエーション機能、

文化機能、生物多様性保全機能が高い森林であって、森林施業と森林保健施設の整備を一体的に

行うことが適当と認められるものを定めるものとし、区域の設定に当たっては、森林所有者の意

向、地域の実情、利用者の動向、森林施業の担い手となる森林組合の存在等を勘案する。 

また、当該保健機能森林の区域は、字及び地番並びに林班及び小班により次に示す。 

 

森林の所在 森林の林種別面積(ha) 
備考 

位置 林小班 合計 人工林 天然林 無立木地 竹林 その他 

なし         

 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

地域森林計画で定める当該保健機能森林の区域内における森林の施業の方法に関する指針に

基づき、択伐による施業、特定広葉樹の育成を行う施業等の皆伐以外の方法を原則とし、優れた

風致・景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維持増進等を旨として定める。 

造林、保育、伐採その他の施業に区分し、それぞれの望ましい施業の方法、施業を実施する上

での留意事項について次に定める。 
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施業の区分 施業の方法 

伐採及び造林の方法 伐採後は速やかに、植栽又は更新作業を行うこと。 

保育の方法 下刈・つる切り・除間伐等の保育を適切に行うこと。 

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

（１）森林保健施設の整備 

地域森林計画に定める「保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針」

に基づき、森林の有する保健機能以外の諸機能の確保に留意しつつ、当該保健機能森林の状況

や利用の見通し、周辺地域の既存の施設との連携、調和の観点から、整備することが望ましい

と考えられる主な森林保健施設、対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高（その立木が

標準伐期齢に達したときに期待される樹高（既に標準伐期齢に達している立木にあってはその

樹高））、当該森林保健施設の維持及び運営に当たっての留意事項等について次に定める。 

 

森林保健施設の整備 

主な森林保健施設 
留 意 事 項 

整備及び維持運営 立木の期待平均樹高 

なし 

 

 

 

 

自然環境の保全に配慮しつつ、 

森林の保全と両立した森林の保 

 健機能の増進が図られるよう、 

 地域の実情、利用者の意向等を 

 踏まえて、森林及び森林保健施 

 設の適切な管理、防火体制及び  

 防火施設の整備並びに利用者の 

 安全及び交通の安全・円滑の確 

保に留意する。 

   その立木が標準伐期齢

に達したときに期待され

る樹高で、既に標 

準伐期齢に達している 

立木にあってはその樹 

高のこと。 

 

 

 

（２）立木の期待平均樹高 

樹種 期待平均樹高(m) 備考 

なし   

 

４ その他必要な事項 

該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

 （１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画する。 
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ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽後の

植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第６の

３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

  なお、経営管理実施権が設定された森林については、経営管理実施権配分計画が公告された

後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとする。 

 

（２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 

路網の整備状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体とし

て効率的に行うことができると認められる区域を次のとおり定める。 

 

区域名 林班 区域面積(ha) 

総社市 市内全域 13,270 

 

２ 生活環境の整備に関する事項 

ＵＪＩターン者などが地域に定住するために必要な生活環境施設の整備計画について次に定

める。 

 

施設の種類 位  置 規  模 対図番号 番号 

な し     

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

該当なし 

 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

里山林等身近な森林を森林環境教育へ活用するなど、森林と人との新たなふれあいを推進する。 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１）地域住民参加による取り組みに関する事項 

森林整備への地域住民の参画、森林を利用したレクリエーションや健康づくり等を行うため 

の条件づくりを進める。 

（２）上下流連携による取組みに関する事項 

該当なし 

（３）その他 

該当なし 
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６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

 経営管理権が設定された森林のうち、計画期間内に市町村森林経営管理事業により森林整備を

推進することが適当な森林の区域、作業種及び面積を次に示す。 

 

計画期間内における総社市森林経営管理事業計画 

区域 作業種 面積 備考 

新本、山田、下倉、

影、中尾、原、種井 

間伐 622ha R8～R13 

 注 面積は、調査前のため字ごとの個人所有林及び財産区有林の人工林部分。 

   付属資料の総社市森林整備計画概要図に当該区域を図示する。 

７ その他必要な事項 

 
 森林の土地の保全に関する事項 

 土地の形質変更に当たって留意すべき事項 

   土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立

って森林の適正な保全と利用との調整を図り、地域における飲用水等の水源として依存度の

高い森林、良好な自然環境を形成する森林等安全で潤いのある居住環境の保全及び形成に重

要な役割を果たしている森林の他用途への転用は、極力避けることとする。 

   また、土石の切取り、盛土等を行う場合には、気象、地形及び地質等の自然的条件、地域

における土地利用及び森林の現況並びに土地の形質変更の目的及び内容を総合的に勘案し、

実施地区の選定を適切に行うこととする。 

   さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の

確保、環境の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じ、法面の緑化、土留工等

の防災施設及び貯水池等の設置並びに環境の保全等のための森林の適正な配置等適切な措置

を講ずる。 

   なお、太陽光発電設備を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合が

高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観へ及ぼす影響が大き

いこと等の特殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模引き下げや適切な防災施設の設置、

林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正な運用を行うこととする。 

   加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法

律第 191 号）に基づき、都道府県知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部

等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術

的基準を遵守させるなど、制度を厳正に運用する。 
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付属参考資料

(1)　人口及び就業構造
　①年齢層別人口動態

(注)　　１　資料は国勢調査とする｡
　　　　 ２　総数の計の（　）内には隔年時の比率を記入する。

　②産業部門別就業者数等

(注)　　１　資料は国勢調査とする。

(2)　土地利用

(注)　　１　資料の田畑の面積は，農林業センサスとし，森林面積は，岡山県の森林資源
　　　　 　　原野については，総社市の統計書を資料とする。
　　　　 ２　「草地面積」は，「永年牧草地」「採草地」「放牧地」の計を記入する。
　　　　 　　ただし，「山林のうち牧草地，放牧地」は除く。
　　　　 ３　構成比は，空欄のない最近年次について算出する。

(％)
2.6% 0.0% 63.9% 62.6% 1.2% 22.7%

0 13,535 13,274 261 4,818
構成比

100.0 13.4% 10.8%

(ha) R2年 21,190 2,837 2,286 551
87 0 13,591 13,353 238 6,135

0 13,648 13,433 215 5,997
実 数 H27年 21,190 1,464 1,377

H22年 21,200 1,555 1,452 103

その他
面 積計 田 畑 計 森 林 原 野

年 次
総土地
面 積

耕　　地　　面　　積
草 地
面 積

19.3 9.7 9.6

17.8 9.0 8.8

12,274 6,181 6,093

19.2 9.8 9.4

12,775 6,494 6,281

12,885 6,506 6,379

(100.0)
9,589 4,603 10,198 5,080

4,869 5,0599,928
(人) (96.8)

(95.9)

令和2年

(％)

(人)

構成比

平成22年

平成27年

令和2年

平成22年

構成比

(％)

実  数

30～44歳
計 男 女

4.1 29.0 62.5

4.7 28.80.1

0.1

0.0

0.0

0.0

59.8

61.8

4.8 30.5

18,714

19,177

20,170

100.0

4.7

4.6

4.0

100.0

100.0

0.1

9,562

8,907

9,369

3

0

0

1,502

1,453

1,314

30,990

32,290

1,482

1,437

1,301

17

16

13

年　次 総数

31,317

第3次産業
林業 漁業 小計

第1次産業

農業
うち 木材・
木製品製

第2次産業

0.2

0.4

0.6

13.5

15.3

15.8

0.3

男

109

256

437

女

72

240

431

496

868

0.7

0.1

0.3

0.612.3

18,175

19,408

1.2

女

8,911

10,213

10,900

計

181

男

6,625

7,962

8,508

10.0

11.9

23.5

27.2

8,460

13.9

12.2

28.1

16,693

26.9

23.8

24.2 12.3

8,233

13.0

11.6

11.9

65歳以上 不詳

17,783

15,883

8,612

7,732

9,171

8,151

計

15,536

7.8

7.3

7.4

8.0

7.5

7.4

7.3

7.4

7.2

7.0 15.8

6.8

6.7

14.8

14.8

48.2

48.2

4,986

48.4

51.8

51.8

51.6

14.3

14.2

13.9

平成27年

令和2年

100.0

100.0

100.0

45～64歳
計 男 女

平成22年

5,118

10,456 5,200 5,256

66,855 32,248 34,607 9,488 4,923 4,565

4,596平成22年

平成27年

令和2年

実  数

69,030 33,425 35,605

0～14歳

平成27年

計 男女
66,201 31,914 34,287 9,470 4,874

年  次
計 男

総数
女

15～29歳
計 男 女



(3)　森林資源の現況等
　①保有者形態別森林面積

（森林簿データ等）

(注)　　１　国有林については森林管理局の資料により，民有林（公有林，私有林）については
　　　　　 県から提供のあった森林簿データより入力する。
　　　　 ２　官行造林地は｢国有林｣欄に，県行造林地等は｢都道府県有林｣欄に（   　 　）書きで内数
　　 　　　として記載するとともに，部分林及び分収林は造林者が保有しているものとして記入する等
　　　　　 実質的な経営主体により区分して記入する。学校林は市町村有林とする｡
　　　　 ３　私有林には，社寺有林，組合有林，造林公社造林地，入会林野，部落有林を含める｡

　②民有林の齢級別面積

（注）　　１　地域森林計画の資料（森林資源構成表）を参考として，記入する｡

　③保有山林面積規模別林家数

（注）　　資料は農林業センサスとする｡

11,791 88.57

財産区有林 1,224 9.20

保　有　形　態
総　　面　　積

（ｈａ，％）
面積（A） 比　率

総　　　　数

公
有
林

国　有　林 42

計

私　有　林

0.05

市町村有林 248 1.86

13,312 100.00

0.32

（令和7年3月岡山県の森林資源等）単位：ｈａ

1,479 11.11

都道府県有林 7

７．８齢級 ９・１０齢級 １１齢級以上
齢級別

総　数 １・２齢級 ３・４齢級
区分

５・６齢級

民有林計 12270.37 29.36 85.99 145.85 422.20 650.38 11936.59

112.21 300.62 434.21 415.17人工林 1339.51 29.14 48.16

33.64 121.58 216.17 11521.42天然林 11930.86 0.22 37.83

（備考）

面 積 規 模 林 家 数

1～５ha 639 ２０～３０ha 15 １００～５００ha 2

５～１０ha 88 ３０～５０ha 4

１０～２０ha 34 ５０～１００ha 4

５００ha以上 2

総　　数 788



　④作業路網の状況
　　（ア）基幹路網の状況

（注）　　基幹路網は，既設の林道及び林業専用道について計上するとともに，そのうち林業専用道
　　　　の内訳についても記載する。なお，平成23年度以前に作設された造林作業道のうち，車両の
　　　　通行を想定し，継続的な利用が可能なものに限り，林業専用として計上することができる。

　　（イ）細部路網の現況

（注）　　細部路網は，森林作業道について計上する。なお，平成23年度以前に作設された造林
　　　　作業道等のうち，林業機械の通行を想定し，継続的な利用が可能なものに限り，森林作業
　　　　道として計上することができる。

(4)　計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在

（注）１．過去の施行履歴などを勘案し，記載するものとする。
　　　２．森林の所在等は林小班等により表示する。

(5)　市町村における林業の位置付け
　①産業別総生産額

％

備考

（注）資料は，岡山県市町村民経済計算と
する。

（単位：百万円）

総 生 産 額 （A)

B+C/A

108,062

うち 木材･木製品製造業（C)

齢級 森林の所在

区分 路線数 延長(km)

樹種

うち林業専用道

　森林作業道

2018

0

区分

　基幹路網

路線数 延長(km) 備考

0

第 ２ 次 産 業

230,327

内
　
訳

第 １ 次 産 業 1,470

うち 林業（B) 0

第 ３ 次 産 業 120,795



(6)　林業関係の就業状況

（令和２年１２月１日現在）

（注）　　１　従業者には，専従の役職員，現場作業員を含む｡
　　　　　２　備考には，区分で示した業種のうち必要なものについてその業務内容，就業形態等につ
　　　　　　いて特記すべき事項を記入する｡

(7)　林業機械等設置状況

（注）　　１　林業機械等の種類は適宜追加する。
　　　　　２　単位は林業機械の種類等により適宜定める｡

タワー付き集材機

索引式集材車両

主として索引式集材用

自動木登式

主として運材用のトラック

林内作業車

伐倒，枝払，玉切，集積用自
走機

積載式集材車輌

グラップル式のクレーン

伐倒，木揃用の自走式

枝払，玉切，集積用自走機

その他

ジグザグ集在施設

無線操縦による木寄機

リモコン操作による巻き上げ搬
器

その他

10

個人

10

2

11

公有林

1

区　　　分 組合・事業者数
従 業 者 数

備　　　　　　考うち
作業員数

（名称：備中南森林組合）森 林 組 合 1 6 4

製　材　業

森林管理署

区　　分

1 6 4

会社

合　　　計

森林組合総　数

集　材　機 1

モノケーブル

リモコンウインチ

自走式搬器

運　材　車 1

ホイールトラクタ

動力枝打機

トラック 1 1

グラップルクレーン

計 13 1

〈高性能機械〉

フェラーバンチャ

スキッダ

プロセッサー，グラップルソー

ハーベスタ

フォワーダ

タワーヤーダ

計

（名称：　　　　　　　　　　）

素材生産業

生産森林組合



(8)　林産物の生産概況

（注）　　１　最近１年間の生産について記入する｡
　　　　　２　その他の品目があれば，欄を設けて記入する｡

（9）　森林経営管理制度による経営管理権の設定状況

（注）　　計画作成（変更）時点の状況について記入する｡

経営管理実施権
設定の有無

面積：154.23ha
樹種：ヒノキ・アカマツ・その他広葉樹

林齢：29～109
有

番号

1

所在

新本地区

現況
（面積、樹種、林齢等）

ひらたけ く　り まつたけ
生 乾

種類
素　材 苗　木

しいたけ

kg kg kg kg生　産　量　 ㎥ 千本 kg

生産額（千円）


